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規 則

高知県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年10月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第62号

高知県税規則の一部を改正する規則

高知県税規則（昭和33年高知県規則第11号）の一部を次のよう

に改正する。

第 5 条第 1 号イ中「別記第 5 号様式の 1 から別記第 5 号様式の

 2 まで」を「別記第 5 号様式から別記第 5 号様式の 3 まで」に改

める。

第49条第 1 項中「及び第86条の 4 の 2 第 3 項」及び「、条例第

86条の 4 の 3 第 3 項の規定による申告は別記第75号様式の 4 の

 2 、条例第86条の 4 の 4 第 3 項の規定による申告は別記第75号様

式の 4 の 3 、条例第86条の 4 の 5 第 3 項の規定による申告は別記

第75号様式の 4 の 4 、条例第86条の 5 第 3 項の規定による申告は

別記第75号様式の 5 、条例第86条の 6 第 3 項の規定による申告は

別記第75号様式の 6 、条例第86条の 7 第 4 項の規定による申告は

別記第75号様式の 7 」を削り、「別記第75号様式の 8 」を「別記

第75号様式の 5 」に、「別記第75号様式の 9 」を「別記第75号様

式の 6 」に改め、同条第 2 項中「、第86条の 4 の 2 第 2 項、第86

条の 4 の 3 第 2 項、第86条の 4 の 4 第 2 項、第86条の 4 の 5 第 2 

項、第86条の 5 第 2 項、第86条の 6 第 2 項、第86条の 7 第 3 項」

を削り、「及び」を「又は」に改める。

第50条第 2 項中「、第86条の 4 の 2 第 5 項、第86条の 4 の 3 第

 5 項、第86条の 4 の 4 第 5 項、第86条の 4 の 5 第 5 項、第86条の

 5 第 5 項、第86条の 6 第 5 項、第86条の 7 第 6 項」を削り、「及

び」を「又は」に改める。

第89条第 1 項中「第98条」を「第92条の 4 、第98条、第125条

の 2 」に、「及び第179条の規定によって」を「又は第179条の規

定により」に改め、同項第 1 号中「又は居所」を「若しくは居所

又は所在地」に改める。

第91条第 1 号中「又は居所」を「若しくは居所又は所在地」に

改める。

別記第 5 号様式の 1 から別記第 5 号様式の 2 までを削り、別記

第 4 号様式の次に次の 3 様式を加える。
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別記第68号様式の 2 及び別記第69号様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
4
号

平
成

2
3
年
1
0
月
1
8
日
（
火
曜
日
）
　

66



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
4
号

平
成

2
3
年
1
0
月
1
8
日
（
火
曜
日
）
　

77

別記第69号様式の 4 を次のように改める。
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別記第73号様式の 2 を次のように改める。
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別記第75号様式の 4 を次のように改める。
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別記第75号様式の 4 の 2 から別記第75号様式の 4 の 4 までを削

る。

別記第75号様式の 5 及び別記第75号様式の 6 を次のように改め

る。
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別記第75号様式の 7 から別記第75号様式の 9 までを削る。

別記第78号様式の 2 を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第68号様

式の 2 、別記第69号様式、別記第69号様式の 4 、別記第73号様

式の 2 及び別記第78号様式の 2 の改正規定は平成23年10月20日

から、第89条第 1 項及び第91条第 1 号の改正規定は平成24年 1 

月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県税規則別記第 5 号様式の 1 か

ら別記第 5 号様式の 2 まで、別記第68号様式の 2 、別記第69号

様式、別記第69号様式の 4 、別記第73号様式の 2 及び別記第78

号様式の 2 は、この規則による改正後の高知県税規則の規定に

かかわらず、残品の限度で使用することができる。
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